
テ
ク
ノ
・
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
工
学
博
士
岩
田
　
倫
典

（
企
画
制
作
‖
日
刊
工
業
新
聞
社
業
務
局
）

人
間
年
の
成
熟
社
会
、
さ
ら
な
る
産
業
の
発
展
へ

アイデアの火に水を注がない工夫を

１
１
６

有
効
期
限
は
時
代
と
と
も
に

　
自
然
現
象
に
制
約
さ
れ
る
食
品
の
賞
味

期
限
、
消
費
期
限
の
数
カ
月
か
ら
数
日
の

期
限
と
は
異
な
り
、
成
熟
・
普
及
ま
で
が

読
み
難
い
工
業
製
品
に
与
え
ら
れ
る
特

許
、
パ
テ
ン
ト
の
有
効
期
限
と
は

。
そ

も
そ
も
パ
テ
ン
ト
の
語
源
は
、
技
術
の
導

入
促
進
に
よ
る
国
益
の
た
め
に
１
３
３
１

年
に
英
国
王
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
が
毛
織
物

織
機
の
先
進
国
の
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
熟
練
し

た
職
工
を
招
き
専
売
権
を
認
め
た
、
さ
ら

に
は
１
４
４
９
年
に
ヘ
ン
リ
ー
六
世
が
独

自
の
製
法
で
美
し
い
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
を

作
っ
た
職
人
に

年
の
独
占
権
を
認
め
た

「
パ
テ
ン
ト
文
書
」
を
与
え
た
こ
と
か
ら

と
さ
れ
る
。
パ
テ
ン
ト
文
書
と
は
、
ギ
ル

ド
の
免
許
状
に
枢
密
院
の
賛
同
を
得
た
英

国
王
の
公
開
親
書

チ
ャ
ー
タ
ー

に
対

し
て
、
ギ
ル
ド
の
専
権
を
抑
え
て
英
国
王

が
直
接
発
布
し
た
公
開
親
書

特
許
状

の
呼
び
名
で
あ
る
。

　
特
許
の
先
進
国
ベ
ネ
チ
ア
は

世
紀
末

か
ら
特
許
権
は
認
め
て
い
た
も
の
の
法
制

化
は
１
４
７
４
年
で
、
保
護
期
間
は
国
内

発
明
で
は

年
。
し
か
し
、

世
紀
半
ば

ま
で
は
発
明
・
輸
入
技
術
の
保
護
期
間
を

数
年
か
ら
生
涯
ま
で
と
ま
ち
ま
ち
で
、
平

均
約

年
の
保
護
を
与
え
て
い
た
。
英
国

は
国
王
の
権
限
を
抑
え
今
日
の
特
許
法
の

基
と
も
な
る
１
６
２
４
年
の
「
独
占
大
条

令
」
を
発
布
、
特
許
期
限
を
徒
弟
制
度
の

７
年
の
倍
の

年
と
制
定
。
こ
う
し
て
特

許
制
度
は
欧
米
に
広
が
り
、
英
国
で
は

世
紀
後
半
の
保
護
期
間
は
６
―

年
で
あ

っ
た
も
の
の
１
６
４
２
年
に
は

年
、

世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
は

年
、
米
国
で
は
１

７
９
０
年
の

年
か
ら
１
８
７
０
年
に

年
、

世
紀
の
プ
ロ
イ
セ
ン
は
最
長

年
、
ス
ペ
イ
ン
は

年
、
ロ
シ
ア
は
ロ
シ

ア
人
に

年
、
外
国
人
に
は
６
年
な
ど
と

法
制
化
が
進
ん
だ
。
初
期
に
は
、
特
許
申

請
に
は
製
品
が
必
要
と
さ
れ
た
が
、
後
、

世
紀
の
前
半
に
明
細
書
で
済
む
よ
う
に

な
り
、
法
務
官
が
管
理
す
る
の
は

世
紀

か
ら
。

世
紀
末
に
は
、
国
益
を
優
先
さ

せ
、
議
会
に
よ
り
期
限
を

年
に
延
長
し

た
蒸
気
機
関
の
例
も
あ
る
。

　
特
許
の
国
際
化
へ
の
１
８
８
３
年
の
パ

リ
条
約
へ
の
現
在
の
加
盟
国
は
１
７
０
余

を
、
１
９
７
０
年
の
特
許
協
力
条
約

Ｐ

Ｃ
Ｔ

加
盟
国
は
１
４
０
を
超
え
る
。
実

用
新
案
の
保
護
は
、

世
紀
に
英
・
独
で

の
法
制
化
時
は
３
年
で
あ
っ
た
が
、
現
在

施
行
国
の
ほ
と
ん
ど
が

年
。
出
版
業
者

の
保
護
目
的
の
コ
ピ

ー
ラ
イ
ト
は
、
英
女

王
の
ア
ン
法

１
７

１
０

に
よ
り
個
人

の
権
利
を
保
護
す
る

今
日
の
形
の
著
作
権

法
へ
。

　
日
本
で
は
、
福
沢

諭
吉
は
西
洋
事
情

１
８
６
７

で
特

許
を
「
発
明
の
免

許
」
と
訳
し
、
明
治

４

１
８
７
１

年

の
専
売
略
規
則
で
は

官
許
と
し
て
い
る
。

よ
う
や
く
明
治

年

に
公
布
さ
れ
た
専
売

特
許
条
例
に
よ
り
特

許
の
言
葉
を
採
用
。

権
利
期
限
は
、
Ｔ
Ｒ

Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定

知
的

所
有
権
の
貿
易
関
連

の
側
面
に
関
す
る
協

定

に
加
盟
し
た
１

９
９
４
年
に
そ
れ
ま

で
の
出
願
日
か
ら

年
を

年
へ
と
延
長

し
た
。
同
じ
頃
、
世

界
の
ほ
と
ん
ど
、

「
発
明
専
利
」
と
呼

ぶ
中
国
も

年
に
延

ば
し
て
い
る
。

　
特
許
の
趣
旨
は
本

来
の
国
益
、
発
明
者

の
利
益
保
護
の
ほ
か

に
「
発
明
の
独
占
権

を
認
め
る
代
わ
り
に

技
術
を
公
開
さ
せ
て

産
業
の
発
展
を
促
進
さ
せ
る
」
こ
と
に
あ

る
。
著
者
の
死
後

、

年
の
著
作
権
ま

で
と
は
言
わ
な
い
も
の
の
、
問
題
は
そ
の

期
限
と
費
用
。
最
近
の
独
創
性
の
高
い
優

れ
た
特
許
を
み
る
と
普
及
ま
で

年
以
上

か
か
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
サ
ブ
マ
リ

ー
ン
特
許
は
不
可
と
し
て
も
、
人
間

年

の
成
熟
社
会
、
発
明
者
の
製
品
化
へ
の
努

力
と
ア
イ
デ
ア
か
ら
普
及
ま
で
の
期
間
を

も
配
慮
し
て
、
特
許
期
限
の
５
年
位
の
延

長
か
別
ラ
ン
ク
を
設
け
る
こ
と
も
必
要

か
。

　
特
許
制
度
が
天
才
の
火
に
油
の
代
わ
り

に
水
を
注
が
な
い
よ
う
に
。

特
許
で
の
「
賞
味
期
限
」

（ ） 【全面広告】 ２０１１年 平成２３年 ９月１５日 木曜日 　　


